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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成２７年７月２８日（平成２７年（行情）諮問第４６４号） 

    平成２８年１月２８日（平成２８年（行情）諮問第５７号） 

    平成２８年３月４日（平成２８年（行情）諮問第２１０号） 

答申日：平成２８年６月２２日（平成２８年度（行情）答申第１４３号） 

    平成２８年６月２２日（平成２８年度（行情）答申第１４７号） 

    平成２８年６月２２日（平成２８年度（行情）答申第１４８号） 

事件名：「航空安全情報」の一部開示決定に関する件 

「航空安全情報」の一部開示決定に関する件 

「航空安全情報」の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙の１に掲げる文書（以下「本件請求文書」という。）の開示請求に

対し，別紙の２に掲げる１８文書（以下，併せて「本件対象文書」という。）

を特定し，その一部を不開示とした各決定は，妥当である。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく本件請求文書の開示請求に対し，平成２７年４月１３日

付け防官文第６５００号，同年８月７日付け防官文第１２４４８号及び同

年１１月１３日付け防官文第１８００１号により防衛大臣（以下「処分庁」

又は「諮問庁」という。）が行った各一部開示決定（以下「原処分」とい

う。）について，その取消しを求める。 

 ２ 異議申立ての理由 

（１）異議申立書 

ア 他にも文書が存在するものと思われる。 

国の解釈によると，「行政文書」とは，「開示請求時点において，

『当該行政機関が保有しているもの』」（別件の損害賠償請求事件に

おける国の主張）である。 

そこで本件開示決定通知書で特定されたＰＤＦファイル形式以外の

電磁的記録形式が存在すれば，それについても特定を求めるものであ

る。 

イ 履歴情報の特定を求める。 

本件開示決定通知からは不明であるので，履歴情報が特定されてい
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なければ，改めてその特定を求めるものである。 

ウ 特定されたＰＤＦファイルが本件対象文書の全ての内容を複写して

いるか確認を求める。 

平成２２年度（行情）答申第５３８号で明らかになったように，電

子ファイルを紙に出力する際に，当該ファイル形式では保存されてい

る情報が印刷されない場合が起こり得る。 

これと同様に当該ファイル形式を他のファイル形式に変換する場合 

にも，変換先のファイル形式に情報が移行しない場合が設定等により

技術的に起こり得るのである。 

本件対象文書が当初のファイル形式を変換して複写の交付が行われ 

ている場合，本件対象文書の内容が，交付された複写には欠落してい

る可能性がある。そのため，特定されたＰＤＦファイルが本件対象文

書の全ての内容を複写しているか確認を求めるものである。 

エ 「本件対象文書の内容と関わりのない情報」（平成２４年４月４日

付け防官文第４６３９号）についても特定を求める。 

平成２４年４月４日付け防官文第４６３９号で示すような「本件対

象文書の内容と関わりのない情報」との処分庁の勝手な判断は，法に

反するので，本件対象文書に当該情報が存在するなら，改めてその特

定と開示・不開示の判断を改めて求めるものである。 

オ 一部に対する不開示決定の取消し。 

記録された内容を精査し，支障が生じない部分については開示すべ

きである。 

（２）意見書（平成２７年（行情）諮問第４６４号） 

ア 国の法解釈に従えば，開示請求時の電磁的記録形式で文書が特定さ

れなければならない。 

国の解釈によると，「行政文書」とは，「開示請求時点において，

当該行政機関が保有しているもの」（別件の損害賠償事件における国

の主張）である。 

また総務庁行政管理局長（当時）の国会答弁でも，法の対象文書は

「電子情報も対象」（第１４５回国会参議院総務委員会会議録第３号

２頁）と明言されている。 

したがって，本件対象文書の特定に当たっては，開示請求時点にお

ける電磁的記録形式が特定されなければならない。 

事実，諮問庁は防官文第１７１１９号における開示決定でワード

ファイルを特定・明示している。 

そもそも法に基づき行われる文書の特定と，複写の交付の際の不開

示情報の処理をどうするかという問題は全く別に取り扱われるべき

問題である。 
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イ 審査会事務局による対象文書の直接の確認を求める。 

以下の理由から，異議申立人が確認できない事項について審査会事

務局が直接確認することを求める。 

（ア）対象文書の電磁的記録の本来の記録形式 

理由説明書において諮問庁は，本件対象文書の本来の電磁的記録

を特定したかについて明言していないので，特定されていない疑い

がある。なお諮問庁が情報公開請求に対して繰り返し隠蔽を行って

いる事実は，平成２２年度（行情）答申第７５号及び同２５年度（行

情）答申第２３３号から明らかである。 

そこで本件対象文書の本来の電磁的記録の特定を諮問庁に求める

とともに，審査会事務局による直接の確認を求めるものである。 

（イ）変更履歴の確認 

ワード（Ｗｏｒｄ）等で作成された文書（電磁的記録）の場合，

変更履歴が残されている場合がある。 

この変更履歴もまた組織共有文書に該当するので，本件対象文書

においてもそれが存在していないか確認する必要がある。 

諮問庁が本件対象文書の電磁的記録を特定しないのは，この変更

履歴の存在を隠蔽しようとしている意図があると思われる。 

（ウ）「本件対象文書の内容と関わりのない情報」と処分庁がみなして

いる情報の確認 

諮問庁の理由説明書では，本件対象文書に「本件対象文書の内容

と関わりのない情報」の付随について完全に否定していない。 

恐らく「本件対象文書の内容と関わりのない情報」と処分庁がみ

なす情報それ自体は存在するものと思われるので，処分庁の勝手な

判断に任せず，審査会がその内容を確認するべきである。 

ウ 履歴情報も組織共有文書であれば，開示対象である。 

履歴情報が組織共有文書であれば，開示対象である。 

例えば，文書作成過程で合議先に変更箇所の確認を求めるため，履

歴情報を残すことは諮問庁の文書作成過程では広く行われている。 

また過去の開示決定（平成１８年８月３日付け防官文第７６７９号）

では，「北朝鮮のミサイル発射について（案）」と題するワード（Ｗ

ｏｒｄ）等で作成された文書（電磁的記録）が開示され，履歴情報に

ついても開示されている。 

エ 「本件対象文書の内容と関わりのない情報」の判断を諮問庁に委ね

るべきではない。 

諮問庁は理由説明書で，本件異議申立ての段階では複写の交付が行

われていなことをもって（あるいは履歴情報であるとの理由をもっ

て）異議申立ての理由がないと主張したいようであるが，複写の交付
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が行われているか否かは，本件異議申立ての理由とは関わりがない。 

異議申立人が主張したいのは，諮問庁がいう「本件対象文書の内容

と関わりのない情報」が存在するのであれば，それを諮問庁の判断に

委ねるべきではないということである。 

諮問庁は過去において「防衛大学校防衛学館図書室が所蔵している

事実は確認されたものの，行政文書として所有している事実は確認で

きなかったため，不存在であると判断した（平成２２年度（行情）答

申第７５号）」という珍妙な主張を行い，「同２１年度（行情）答申

第９６号における諮問庁の説明は事実を隠蔽しようとしたものであ

ると外部から疑われても仕方のない不適切又は不十分なものであっ

たと言わざるを得ず，極めて遺憾である（同２２年度（行情）答申第

７５号）」との批判を受けている。 

このような指摘を受けながら諮問庁では，こうした隠蔽工作に関

わった職員に対して何ら処分を行っておらず，「隠蔽しても責任は問

われない」という組織風土を残している。 

このような組織風土ないし体質に染まった諮問庁においては，不都

合な事実を「本件対象文書の内容と関わりのない情報」とみなすこと

で隠蔽しようとする誘惑が常に存在するのである。 

事実，上記答申以後も諮問庁は，「組織全体として不都合な事実を

隠蔽しようとする傾向があったことを指摘せざるを得ない」（平成２

５年度（行情）答申第２３３号）との指摘を受けている。 

以上の理由から，「本件対象文書の内容と関わりのない情報」であ

るか否かの判断を諮問庁に委ねることは極めて危険であり，改めて当

該情報を特定の上，それが真に「内容と関わりのない情報」に該当す

るのかを審査会が判断するべきである。 

オ 平成２７年４月２２日付け防官文第７００４号で改めて開示決定を

受けた，請求受付番号：２０１２．１２．１８－本本Ｂ８９１対象文

書において，諮問庁は，前回開示において不開示としていなかった部

分に墨消し措置を施して複写の交付を行っている。 

これについては前回開示と見比べたため，異議申立人はその誤りを

指摘することができたが，第１回開示であったなら指摘は不可能で

あった。 

こうした事実から，「欠落している部分はない」との諮問庁の態度

は謙虚さに欠けており，慎重に確認を行うべきである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 理由説明書 

（１）経緯 

本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，本件対象
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文書に表紙等を加えたものを特定した。 

本件開示請求については，法１１条を適用し，平成２６年９月３０日

付け防官文第１４３７６号，同２７年３月５日付け防官文第３１９２号

及び同年５月２８日付け防官文第８７７６号により，表紙等について開

示決定処分を行った後，同２７年４月１３日付け防官文第６５００号，

同年８月７日付け防官文第１２４４８号及び同年１１月１３日付け防官

文第１８００１号により，本件対象文書について，法５条１号，３号及

び４号の不開示情報に該当する部分を不開示とする原処分を行った。 

（２）不開示とした部分及び理由について 

原処分において，不開示とした部分及び法５条の該当性については，

別表のとおりであり，別表の番号１欄に掲げる不開示部分は，個人に関

する情報であり，これを公にすることにより，特定の個人を識別するこ

とができることから，同条１号に該当するため不開示とし，別表の番号

２ないし９に掲げる不開示部分は自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を

及ぼし，ひいては我が国の安全を害するおそれがあること等の理由から，

同条３号に該当するため不開示とし，別表の番号１０に掲げる不開示部

分は犯罪が発生した際の捜査に支障をきたすなど公共の安全と秩序の維

持に支障を及ぼすおそれがあることから同条４号に該当するため不開示

とした。 

（３）航空安全情報について 

ア 航空安全情報は，教育訓練等における事故防止や安全意識高揚の資

とすることを目的として，陸上幕僚監部装備部航空機課（以下「航空

機課」という。）が編集し，陸上幕僚監部が発行する部内向けの文書

である。 

イ 航空機課は，寄稿者から電子メールで寄せられた電磁的記録及び航

空機課が作成した巻頭・巻末の電磁的記録を編集して原稿を作成し，

ＰＤＦファイル形式に変換した後，防衛省内において印刷及び製本し

冊子としている。 

ウ 寄稿者から寄せられた電磁的記録及び航空機課が作成した巻頭・巻

末の電磁的記録は，原稿が完成した時点で必要がなくなるので廃棄し

ており，原稿についても，ＰＤＦ形式に変換した時点で廃棄している。 

（４）異議申立人の主張について 

ア 異議申立人は，「他にも文書が存在するものと思われる。」と主張

し，本件開示決定通知書で特定されたＰＤＦファイル形式以外の電磁

的記録が存在すれば，それについても特定するよう求めるが，本件対

象文書の取扱いは上記３のとおりであり，ＰＤＦファイル形式以外の

電磁的記録は保有していない。 

なお，異議申立人は，処分庁が原処分における行政文書開示決定通
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知書においてＰＤＦファイル形式の電磁的記録を特定したかのよう

に述べるが，法その他の関係法令において，特定した電磁的記録の形

式まで明示しなければならないことを義務付けるような趣旨の規定

はないことから，原処分においては「ＰＤＦファイル形式」と電磁的

記録の形式は明示していない。 

イ 異議申立人は，「本件開示決定通知からは不明である」として，本

件対象文書の履歴情報についても特定を求めるとともに，「平成２４

年４月４日付け防官文第４６３９号で示すような『本件対象文書の内

容と関わりのない情報』と処分庁の勝手な判断は，法に反する」とし

て，「本件対象文書の内容と関わりのない情報」についても特定し，

開示・不開示を判断するよう求めるが，本件対象文書の履歴情報やプ

ロパティ情報等については，いずれも防衛省において業務上必要なも

のとして利用又は保存されている状態になく，法２条２項の行政文書

に該当しないため，本件開示請求に対して特定し，開示・不開示の判

断を行う必要はない。 

ウ 異議申立人は，「本件対象文書が当初のファイル形式を変換して複

写の交付が行われている場合，本件対象文書の内容が，交付された複

写には欠落している可能性がある。」として，特定されたＰＤＦファ

イルが本件対象文書の全ての内容を複写しているか確認するよう求め

るが，本件異議申立てが提起された時点においては，開示の実施は行

われておらず，したがって複写の交付も行われていない（平成２７年

（行情）諮問第４６４号及び同第２１０号）か，本件対象文書と開示

を実施した文書の内容を確認したところ，欠落している情報はなく，

開示の実施は適正に行われていることを確認した（平成２８年（行情）

諮問第５７号）。 

エ 異議申立人は，「記録された内容を精査し，支障が生じない部分に

ついては開示すべきである。」として，不開示部分についてその取消

しを求めるが，本件対象文書の法５条該当性を十分に検討した結果，

その一部が付紙のとおり同条１号，３号及び４号に該当することから

当該部分を不開示としたものであり，その他の部分については開示し

ている。 

オ 以上のことから，異議申立人の主張にはいずれも理由がなく，原処

分を維持することが妥当である。  

 ２ 補充理由説明書 

（１）文書１（６頁）の不開示部分（写真の顔部分）については，共同訓練

における通信システム等に関する情報であって，法５条３号に該当し不

開示としたが，個人に関する情報に該当するため，同条１号の不開示事

由を追加する。 
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（２）文書１１（９頁）の不開示部分（写真の顔部分）については，陸上自

衛隊の運用に関する情報であって，法５条３号に該当し不開示としたが，

個人に関する情報に該当するため，同条１号の不開示事由を追加する。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件各諮問事件について，以下のとおり，平成２７年（行

情）諮問第４６４号，平成２８年（行情）諮問第５７号及び同第２１０号

を併合し，調査審議を行った。 

   ① 平成２７年７月２８日  諮問の受理（平成２７年（行情）諮問第

４６４号） 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

   ③ 同年９月７日      異議申立人から意見書を収受（同上） 

   ④ 同日          審議（同上） 

  ⑤ 平成２８年１月２８日  諮問の受理（平成２８年（行情）諮問第

５７号） 

  ⑥ 同日          諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

  ⑦ 同年２月１５日     審議（同上） 

  ⑧ 同年３月４日      諮問の受理（平成２８年（行情）諮問第

２１０号） 

  ⑨ 同日          諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

  ⑩ 同月１５日       審議（同上） 

  ⑪ 同年５月１７日     委員の交代に伴う所要の手続の実施並び

に本件対象文書の見分及び審議（平成２７

年（行情）諮問第４６４号，平成２８年（行

情）諮問第５７号及び同第２１０号） 

  ⑫ 同月３１日       諮問庁から補充理由説明書を収受（平成

２７年（行情）諮問第４６４号） 

  ⑬ 同年６月２０日     平成２７年（行情）諮問第４６４号，平

成２８年（行情）諮問第５７号及び同第２

１０号の併合並びに審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件対象文書について 

本件対象文書は，教育訓練等における事故防止や安全意識高揚の資とす

ることを目的として，航空機課が編集し陸上幕僚監部が発行した部内向け

の文書である。 

処分庁は，本件対象文書の一部が法５条１号，３号及び４号に該当する

として不開示とする原処分を行い，異議申立人は，原処分の取消し及び本

件対象文書の電磁的記録の特定を求めており，諮問庁は，原処分を妥当と

していることから，以下，本件対象文書の見分結果に基づき，本件対象文
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書の特定の妥当性及び不開示情報該当性について検討する。 

 ２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）本件対象文書の特定について，当審査会事務局職員をして諮問庁に確

認させたところ，次のとおりであった。 

ア 航空機課は，本件対象文書の原稿として寄稿者から電子メールで寄

せられた電磁的記録及び航空機課が作成した巻頭・巻末の電磁的記録

を編集して本件対象文書の原稿を作成し，ＰＤＦ形式に変換した後，

防衛省内において印刷及び製本し冊子としている。 

イ 上記アの寄稿者から寄せられた電磁的記録及び航空機課が作成した

巻頭・巻末の電磁的記録は，本件対象文書の原稿が完成した時点で必

要がなくなるので，速やかに廃棄し，当該原稿についても，ＰＤＦ形

式に変換した時点で必要がなくなるので，速やかに廃棄している。 

ウ 航空機課は，上記イのＰＤＦ形式の電磁的記録について，陸上自衛

隊内の情報共有のために，部内イントラネット上の掲示板へ掲載して

いる。 

エ 本件対象文書は，掲示板へ掲載している上記ウのＰＤＦ形式の電磁

的記録及び紙媒体であり，本件対象文書の外に電磁的記録は保有して

いない。 

（２）本件対象文書の作成方法及び利用方法を踏まえると，本件対象文書の

外に電磁的記録を保有していない旨の諮問庁の上記（１）の説明に不自

然，不合理な点はなく，防衛省において，本件対象文書の外に本件請求

文書に該当する文書（電磁的記録）を保有しているとは認められない。 

３ 不開示情報該当性について 

 （１）法５条１号該当性について 

別表の番号１欄に掲げる不開示部分並びに文書１（６頁の写真の顔部

分）及び文書１１（９頁の写真の顔部分）の不開示部分は，自衛隊員等

の写真の顔部分である。 

当該部分は，法５条１号本文前段の個人に関する情報であって，特定

の個人を識別することができるものに該当し，同号ただし書イないしハ

に該当する事情も認められない。 

さらに，当該部分は，個人識別部分に該当すると認められることから，

法６条２項による部分開示の余地はなく，法５条１号に該当し，同条３

号について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（２）法５条３号該当性について 

ア 共同訓練における通信システム等に関する情報 

別表の番号２欄に掲げる不開示部分（文書１（６頁の写真の顔部分）

を除く。）には，共同訓練における自衛隊の通信システム等に関する

情報が記載されている。 
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当該部分は，これを公にすることにより，陸上自衛隊の指揮統制要

領等が推察され，自衛隊の行動を妨害しようと企図する相手方をして，

その裏をかいた行動を採ることを容易ならしめるなど，防衛省・自衛

隊の任務の効果的な遂行に支障を生じさせ，ひいては国の安全が害さ

れるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由が

あると認められるので，法５条３号に該当し，不開示とすることが妥

当である。 

イ 編成に関する情報 

別表の番号３欄に掲げる不開示部分には，陸上自衛隊の編成に関す

る情報が記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，陸上自衛隊の態勢が推察

され，自衛隊の活動を阻害しようとする相手方をして，その対抗措置

を講ずることを容易ならしめるなど，防衛省・自衛隊の任務の効果的

な遂行に支障を生じさせ，ひいては国の安全が害されるおそれがある

と行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められる

ので，法５条３号に該当し，不開示とすることが妥当である。 

ウ 陸上自衛隊の現有装備品の性能に関する情報 

別表の番号４欄に掲げる不開示部分には，陸上自衛隊の現有装備品

の性能に関する情報が記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，陸上自衛隊の現有装備品

の能力が推察され，悪意を有する相手方がその弱点をついた行動を採

ることが可能となるなど，防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支

障を生じさせ，ひいては国の安全が害されるおそれがあると行政機関

の長が認めることにつき相当の理由があると認められるので，法５条

３号に該当し，不開示とすることが妥当である。 

エ 陸上自衛隊の運用に関する情報 

別表の番号５欄に掲げる不開示部分（文書１１（９頁の写真の顔部

分）を除く。）には，陸上自衛隊の運用に関する情報が記載されてい

る。 

当該部分は，これを公にすることにより，陸上自衛隊の運用要領が

推察され，悪意を有する相手方がその対抗措置を講ずることが可能と

なるなど，防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生じさせ，

ひいては国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認める

ことにつき相当の理由があると認められるので，法５条３号に該当し，

不開示とすることが妥当である。 

オ 訓練に関する情報 

別表の番号６欄に掲げる不開示部分には，陸上自衛隊の教育訓練及

び統合訓練に関する情報が記載されている。 



 

 10 

当該部分は，これを公にすることにより，自衛隊の能力及び練度が

推察され，悪意を有する相手方をして，対抗措置を講ずることを容易

ならしめるなど，防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生じ

させ，ひいては国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認

めることにつき相当の理由があると認められるので，法５条３号に該

当し，不開示とすることが妥当である。 

カ 陸上自衛隊の施設の配置に関する情報 

別表の番号７欄に掲げる不開示部分には，陸上自衛隊の施設の配置

に関する情報が記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，当該施設の防御能力が推

察され，自衛隊の活動を阻害しようとする相手方をして，その弱点を

つくことを容易ならしめるなど，防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂

行に支障を生じさせ，ひいては国の安全が害されるおそれがあると行

政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められるので，

法５条３号に該当し，不開示とすることが妥当である。 

キ 米軍に関する情報 

別表の番号８欄に掲げる不開示部分には，陸上自衛隊が米軍から非

公表を前提に取得した資料に関する情報が記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，米国との信頼関係が損な

われるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由

があると認められるので，法５条３号に該当し，不開示とすることが

妥当である。 

ク 海上自衛隊の通信システム等に関する情報 

別表の番号９欄に掲げる不開示部分には，海上自衛隊の通信システ

ム等に関する情報が記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，海上自衛隊の通信要領，

能力等が推察され，悪意を有する相手方をして，その弱点をつくこと

を容易ならしめるなど，防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障

を生じさせ，ひいては国の安全が害されるおそれがあると行政機関の

長が認めることにつき相当の理由があると認められるので，法５条３

号に該当し，不開示とすることが妥当である。 

（３）法５条４号該当性について 

別表の番号１０欄に掲げる不開示部分には，熊本県警察本部の通信シ

ステム及び航空隊ヘリの搭載カメラに関する情報が記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，熊本県警察本部の通信シス

テム及び航空隊ヘリの搭載カメラの能力が明らかとなり，悪意を有する

相手方をして，その対抗措置や弱点をつくことを容易ならしめるなど，

犯罪が発生した際の捜査に支障を生じさせ，ひいては犯罪の予防，鎮圧
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又は捜査等の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行

政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められるので，法

５条４号に該当し，不開示とすることが妥当である。 

 ４ 異議申立人のその他の主張について 

異議申立人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

５ 本件各一部開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件請求文書の開示請求につき，本件対象文書を特定

し，その一部を法５条１号，３号及び４号に該当するとして不開示とした

各決定については，防衛省において，本件対象文書の外に開示請求の対象

として特定すべき文書を保有しているとは認められないので，本件対象文

書を特定したことは妥当であり，不開示とされた部分は同条１号，３号及

び４号に該当すると認められるので，不開示としたことは妥当であると判

断した。 

（第２部会） 

  委員 白井玲子，委員 池田綾子，委員 中川丈久 
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別紙 

 

１ 本件請求文書 

（１）「『航空安全情報』（２０１３．９．１８－本本Ｂ５４８で特定された

以降の全て）＊電磁的記録が存在する場合，その履歴情報も含む。」（平

成２７年（行情）諮問第４６４号） 

（２）「『航空安全情報』２０１４年９月～１２月号＊電磁的記録が存在する

場合，その履歴情報も含む。」（平成２８年（行情）諮問第５７号） 

（３）「『航空安全情報』２０１５年１月～３月号＊電磁的記録が存在する場

合，その履歴情報も含む。」（平成２８年（行情）諮問第２１０号） 

 

２ 本件対象文書 

 

文書１  航空安全情報 ２０１３年１０月号 Ｎｏ．４８５（表紙及び

巻頭言の一部を除く） 

文書２  航空安全情報 ２０１３年１１月号 Ｎｏ．４８６（表紙及び

巻頭言の一部を除く） 

文書３  航空安全情報 ２０１３年１２月号 Ｎｏ．４８７（表紙及び

巻頭言の一部を除く） 

文書４  航空安全情報 ２０１４年１月号 Ｎｏ．４８８（表紙及び巻

頭言の一部を除く） 

文書５  航空安全情報 ２０１４年２月号 Ｎｏ．４８９（表紙及び巻

頭言の一部を除く） 

文書６  航空安全情報 ２０１４年３月号 Ｎｏ．４９０（表紙及び巻

頭言の一部を除く） 

文書７  航空安全情報 ２０１４年４月号 Ｎｏ．４９１（表紙及び巻

頭言の一部を除く） 

文書８  航空安全情報 ２０１４年５月号 Ｎｏ．４９２（表紙及び巻

頭言の一部を除く） 

文書９  航空安全情報 ２０１４年６月号 Ｎｏ．４９３（表紙及び巻

頭言の一部を除く） 

文書１０ 航空安全情報 ２０１４年７月号 Ｎｏ．４９４（表紙及び巻

頭言の一部を除く） 

文書１１ 航空安全情報 ２０１４年８月号 Ｎｏ．４９５（表紙及び巻

頭言の一部を除く） 

文書１２ 航空安全情報 ２０１４年９月号 Ｎｏ．４９６（表紙及び巻

頭言の一部を除く） 

文書１３ 航空安全情報 ２０１４年１０月号 Ｎｏ．４９７（表紙及び
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巻頭言の一部を除く） 

文書１４ 航空安全情報 ２０１４年１１月号 Ｎｏ．４９８（表紙及び

巻頭言の一部を除く） 

文書１５ 航空安全情報 ２０１４年１２月号 Ｎｏ．４９９（表紙及び

巻頭言を除く） 

文書１６ 航空安全情報 ２０１５年１月号 Ｎｏ．５００（表紙及び巻

頭言の１枚目を除く） 

文書１７ 航空安全情報 ２０１５年２月号 Ｎｏ．５０１（表紙及び巻

頭言の１枚目を除く） 

文書１８ 航空安全情報 ２０１５年３月号 Ｎｏ．５０２（表紙及び巻

頭言の１枚目を除く） 
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別表 

番号 不開示とした部分 不開示とした理由 

１ 文書１ ４頁，８頁，３２頁，３９頁，４１頁，

７０頁及び７１頁の写真の顔部分 

個人に関する情報であ

り，特定の個人を識別す

ることができる。 文書２ ４頁，８頁，１０頁，１３頁，１５頁，

２６頁，３１頁，３８頁，４５頁，７

８頁及び７９頁の写真の顔部分 

文書３ ５頁，８頁，１７頁，２７頁，４３頁

及び８１頁の写真の顔部分 

文書４ ８頁，１９頁，２１頁，２３頁，７８

頁及び７９頁の写真の顔部分 

文書５ ４頁，９頁，１５頁，２１頁，７５頁

及び７８頁の写真の顔部分 

文書６ ７頁，１６頁，６５頁，６７頁ないし

６９頁及び７２頁の写真の顔部分 

文書７ ９頁，１０頁，３４頁，３５頁，６２

頁ないし６７頁及び７０頁の写真の

顔部分 

文書８ ４頁，７頁，２１頁，５２頁，５５頁

及び５８頁の写真の顔部分 

文書９ ３頁，２２頁，４１頁，４２頁，４４

頁，４５頁及び５７頁の写真の顔部分 

文書１０ ５頁，８頁，５７頁，５８頁，６０頁

及び６１頁の写真の顔部分 

文書１１ ４頁，６頁，３３頁，４１頁，６２頁

及び６３頁の写真の顔部分 

文書１２ ７頁，１７頁，５０頁ないし５３頁，

６８頁，６９頁及び巻末の写真の顔部

分 

文書１３ ４頁，１４頁，１６頁，２０頁及び２

１頁の写真の顔部分 

文書１４ ４頁，７頁，４７頁，５７頁ないし６

０頁，６２頁及び６３頁の写真の顔部

分 

文書１５ ３頁，１２頁，３２頁，３７頁，６５

頁及び６６頁の写真の顔部分 

文書１６ ４頁，７頁，１５頁，６２頁及び６３

頁の写真のそれぞれ一部 
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文書１７ ４頁，７頁，４１頁，６５頁及び６７

頁の写真のそれぞれ一部 

文書１８ ５頁，１４頁，３４頁，４４頁及び５

３頁の写真のそれぞれ一部 

２ 文書１ ６頁の一部 共同訓練における通信

システム等に関する情

報であり，これを公にす

ることにより，共同訓練

における指揮・統制要領

及び手法が推察される。 

３ 文書１ ８頁，９頁，２６頁（（２）編成・装

備上）及び５１頁のそれぞれ一部 

陸上自衛隊の編成に関

する情報であり，これを

公にすることにより，陸

上自衛隊の態勢が推察

される。 

文書３ ４１頁の一部 

文書４ ２２頁の一部 

文書６ １４頁及び４１頁のそれぞれ一部 

文書７ ３９頁及び４０頁（（写真１）救難消

防班編制表）のそれぞれ一部 

文書８ １６頁，２０頁，２１頁及び４２頁の

それぞれ一部 

文書９ ２０頁（「（３）勤務編成」の本文３

行目（３８文字目ないし４０文字目）

及び４行目），２９頁及び３２頁のそ

れぞれ一部 

文書１１ ７頁の一部 

文書１２ ２４頁の一部 

文書１５ ６頁の一部 

文書１８ １３頁の一部 対特殊武器衛生隊の編

成に関する情報であり，

これを公にすることに

より，対特殊武器衛生隊

の運用態勢及び運用能

力が推察される。 

４ 文書１ １４頁の一部 陸上自衛隊の現有装備

品の性能に関する情報

であり，これを公にする

ことにより，陸上自衛隊

の装備品の質的能力が

推察される。 

文書９ １９頁，２０頁（「（３）勤務編成」

の本文１行目及び３行目（７文字目な

いし１０文字目））及び５６頁のそれ

ぞれ一部 



 

 16 

５ 文書１ ２４頁，２５頁，２６頁（（１）任務

上の特性），２７頁（３ 任務におい

て予想される部隊の運用）及び５８頁

のそれぞれ一部 

陸上自衛隊の運用に関

する情報であり，公にす

ることにより，陸上自衛

隊の運用要領が推察さ

れる。 文書２ ５２頁及び５７頁のそれぞれ一部 

文書４ １６頁及び５０頁のそれぞれ一部 

文書６ １０頁及び１１頁のそれぞれ一部 

文書７ ４０頁（（２）消防訓練等）の一部 

文書８ ８頁の一部 

文書１０ １０頁，１１頁，３６頁，４７頁及び

４８頁のそれぞれ一部 

文書１１ ９頁，１３頁及び３１頁のそれぞれ一

部 

文書１１ ３７頁及び４０頁のそれぞれ一部 国際緊急援助活動にお

ける自衛隊の運用に関

する情報であり，これを

公にすることにより，自

衛隊の運用要領が推察

される。 

６ 文書１ ２７頁（４ 任務遂行上求められる能

力及び教育訓練の課題），２８頁，３

０頁，３１頁及び６６頁のそれぞれ一

部 

陸上自衛隊の教育訓練

に関する情報であり，こ

れを公にすることによ

り，部隊の能力及び練度

が推察される。 文書２ ３２頁及び３６頁のそれぞれ一部 

文書７ ３６頁の一部 

文書８ １８頁，２３頁及び２６頁のそれぞれ

一部 

文書１１ ２頁及び１１頁のそれぞれ一部 

文書１３ ３０頁の一部 

文書１５ ２０頁の一部 

文書８ １３頁及び１４頁のそれぞれ一部 統合訓練の部隊運用及

び細部実施要領に関す

る情報であり，これを公

にすることにより，自衛

隊の統合運用に関する

能力及び練度が推察さ

れる。 
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７ 文書１ ５７頁の一部 陸上自衛隊の施設の配

置に関する情報であり，

これを公にすることに

より，当該施設の防御能

力が推察される。 

８ 文書５ ５８頁ないし６０頁のそれぞれ一部 非公表を前提として入

手した米軍の運用に関

する情報であり，我が国

の一方的な判断でこれ

を公にした場合，米軍と

の信頼関係が損なわれ

るおそれがある。 

文書７ ４６頁及び４７頁のそれぞれ一部 

文書１１ ４２頁ないし４５頁のそれぞれ一部 

文書１４ ４１頁ないし４３頁のそれぞれ一部 

９ 文書１２ ４３頁の一部 海上自衛隊の通信シス

テム等に関する情報で

あり，これを公にするこ

とにより，自衛隊の通信

要領の一端が推察され

る。 

１０ 文書１８ ４２頁及び４３頁のそれぞれ一部 熊本県警察本部の通信

システム及び航空隊ヘ

リの搭載カメラに関す

る情報であり，これを公

にすることにより，これ

らの能力が明らかとな

る。 

 

 




